
（令和５年５月時点）

No. 質問 回答

1

貸与人数に上限があるようだが、上限を超えて応
募があった場合はどう選考するのか。

医局の推薦内容、本人の指定勤務についての希
望、指定勤務先医療機関の状況を踏まえ、県が
選考します。

2

返還猶予は何年間か。 基本的には、指定勤務期間は返還を猶予されま
す。その他には、介護・育児休業やその他やむを
得ない理由（医局の人事など）で指定勤務が行え
なくなった場合は、最大で３年間の猶予期間を取
ることができます。【条例第11条】

3
募集は年度ごとに最大２４名であるか。 年度ごとに最大２４名まで貸与することができま

す。

4

貸与が開始したら、3年間継続して貸与を受けな
ければならないか。（本人の意思で、専門研修の
途中で貸与を中止することができるか。）

基本的には3年間貸与することになりますが、本
人の意思で貸与を辞退することもできます。【条
例第7条】

5

令和５年度はまだ募集をしているか。 令和5年5月時点で、定員に達していないため募
集を行っています。ただし、年度途中での応募の
場合、契約を行った月分から貸与を行います。

6

貸与終了後すぐに指定勤務を行う必要がある
か。

専門医資格取得後、直ちに指定勤務を行うことと
していますが、介護・育児休業やその他やむを得
ない理由（医局の人事など）がある場合、指定勤
務の開始について最大で３年間の猶予期間を取
ることができます。【条例第11条】

7

専門研修修了後の指定勤務先については、対象
の病院・施設から自分で選択して決めていいの
か。

そのとおりです。（ただし、専門医取得後に指定勤
務を行う予定（希望）の医療機関について、貸与
決定前にヒアリング等により確認させていただくこ
とがあります。）

8

2年間の研修資金貸与をうけたが、1年間しか指
定勤務ができなかった場合は、返済する金額に
ついては1年分になるのか。それとも貸与期間に
うけた金額のすべてを返済することになるか。

貸与期間に受けた金額すべてが返還対象となり
ます。（利息等加わる場合があります。）

9

専門研修は3月に終了して、その後9月に試験が
ある。試験に合格したことが専門医取得とするな
ら、指定勤務は試験合格後から開始となるのか。
また、試験に合格できなかった場合どう取り扱う
のか。

返還免除の条件である「専門研修修（終）了後」と
は、具体的には専門研修の課程を終えていること
を指しているため、3月末で研修を終えた場合は4
月から指定勤務を開始することとなります。

10
返還免除の条件に、専門医資格の取得（資格試
験の合格）は必須なのか。

資格試験の合否によらず、専門研修の課程を終
えた後、指定勤務に従事することが条件となりま
す。

11

様式第１号の添付書類に「臨床研修修了登録証
の写し」がありますが、初期臨床研修２年目の医
師は研修が修了していないため提出ができない。
どのように対応すればよいか。

様式第１号の備考欄に、提出時点では初期臨床
研修２年目である旨を記入し、「臨床研修修了登
録証の写し」以外の書類について提出してくださ
い。
「臨床研修修了登録証の写し」は入手次第ご提出
ください。
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